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〈序章〉 

○○法科大学院は･･･････という理念のもと、2004（平成 16）年４月に開学した。 

本法科大学院では、学校教育法第 109 条第３項に規定する認証評価を受けるべく、○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ということから、大学基準協会に○○年度の法科大学

院認証評価に申請を行った。 



 

 

〈本章〉 

１ 理念・目的及び教育目標 

［現状の説明］ 

〈例１〉（評価の視点ごとに記述する場合） 

１－１ 理念・目的及び教育目標の設定並びに学則等への明記 

「○○大学法科大学院パンフレット ○○年度版」に記載のように、本法科大学院の理念・目的は、

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○であり、これら理念・目的に基

づき、教育目標を○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○と明確に設定

している。また、この理念・目的は、本法科大学院学則第１条に明記されている。（根拠・参照資料：本

法科大学院学則第１条、「○○大学法科大学院パンフレット ○○年度版」pp.２－３） 

１－２ 理念・目的及び教育目標の法科大学院制度への適合性 

「○○大学法科大学院パンフレット ○○年度版」や「学生便覧」に記載のように、本法科大学院の

理念・目的及び教育目標は、法科大学院の教育と司法試験等の連携に関する法律（以下、「連携法」とい

う。）第１条の法科大学院制度の目的である○○○○○○○○○○○○○○○○との視点に照らしても、

その趣旨に沿ったものである。（根拠・参照資料：「○○大学法科大学院パンフレット ○○年度版」p.

１、「学生便覧」pp.２－４） 

１－３ 理念・目的及び教育目標の学内周知 

教員には、前期・後期に２回ずつ行うＦＤ活動の際に周知している。職員には、全学職員を対象とす

る職員セミナーや各部局で年２回行われる部局別研修会において、理念・目的及び教育目標の周知と再

確認を行っている。 

学生には新入生に対するオリエンテーションにおいて説明し、本法科大学院の目指す法曹像とそのた

めのカリキュラムの特色への理解を深めている。また、理念・目的及び教育目標は、大学のホームペー

ジや前述の「○○大学法科大学院パンフレット」に掲載して、広く明示している。（根拠・参照資料：本

法科大学院学則第１条、「○○大学法科大学院パンフレット ○○年度版」pp.２－３、「学生便覧」pp.

２－４、・・・・・） 

 

〈例２〉（複数の評価の視点をまとめて記述する場合） 

１－１ 理念・目的及び教育目標の設定並びに学則等への明記 

１－２ 理念・目的及び教育目標の法科大学院制度への適合性 

本法科大学院学則第１条及び「○○大学法科大学院パンフレット ○○年度版」に記載のように、本

法科大学院の理念・目的は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○で

あり、この理念・目的に基づき、教育目標を○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○と明確に設定している。また、この理念・目的及び教育目標は、法科大学院の教育と司法

試験等の連携に関する法律（以下、「連携法」という。）第１条の法科大学院制度の目的の○○○○○○

○○○○○○○○○○との視点からも、この目的に沿ったものである。（根拠・参照資料：本法科大学院

学則第１条、「○○大学法科大学院パンフレット ○○年度版」pp.２－３） 

１－３ 理念・目的及び教育目標の学内周知 



 

 

［点検･評価（長所と問題点）］ 

  １－３ 理念・目的及び教育目標の学内周知 

教員に対する周知は定期的なＦＤ活動（本報告書○○ページ参照）を通じて、職員に対する周知は各

種研修会を通じて行っていることから、徹底しているといってよい。そのことは、日々の教育活動にお

いて○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○という点に現れている。 

一方、平成〇〇年の後期終了時に実施した学生に対するアンケートの結果、「本法科大学院の理念・目

的及び教育目標を知っていますか」の問いに対して、○○％の学生が知らないとの回答をしている。こ

のことは、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○という点を考慮しても、今後の課題といわざ

るをえない。（根拠・参照資料：「平成〇〇年後期終了実施の学生に対するアンケート」） 

 

［将来への取り組み･まとめ］ 

１－３ 理念・目的及び教育目標の学内周知 

平成○○年からは、新入学生に対するオリエンテーションのみでなく、各学期終了時行う学生と教員

との懇親会においても、周知するようにする。 

  



 

 

以下の大項目も、同様に作成してください。 

 

２ 教育内容・方法・成果（１）教育課程・教育内容 

［現状の説明］ 

 ２－１ 学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針の明文化並びに学生への周知 

 

２－２ 教育課程の編成・実施方針に基づく適切な教育課程の編成 

 

２－３ 法令が定める科目の開設状況及びその内容の適切性 

 

２－４ 学生の履修が過度に偏らないための科目配置への配慮 

 

２－５ 授業科目の適切な分類及び系統的・段階的な配置 

 

２－６ 授業内容の過度な司法試験受験対策への偏重 

 

２－７ 法理論教育及び法実務教育の架橋を図るための工夫 

 

２－８ 法曹倫理に関する科目、民事訴訟実務及び刑事訴訟実務に関する科目の必修科目としての開設 

 

２－９ 法情報調査及び法文書作成を扱う科目又はこれら内容を含む科目の開設 

 

２－10 法曹としての実務的な技能及び責任感を修得・涵養するための実習科目の開設 

 

２－11 臨床実務教育の内容の適切性及びその指導における明確な責任体制 

 

２－12 リーガル・クリニックやエクスターンシップの実施に関する守秘義務への対応及び学生に対

する適切な指導 

 

２－13 各授業科目の単位数の適切な設定 

 

２－14 １年間の授業期間の適切な設定 

 

２－15 授業科目の実施期間の単位 

 

２－16 課程修了の要件の適切性及び履修上の負担への配慮 

 

２－17 履修科目登録の適切な上限設定 

 



 

 

２－18 他の大学院又は入学前において修得した単位等の認定方法の適切性 

 

２－19 在学期間の短縮の適切性 

 

２－20 法学既修者の課程修了の要件 

 

［点検･評価（長所と問題点）］ 

 

［将来への取り組み･まとめ］ 

 

２ 教育内容・方法・成果（２）教育方法 

［現状の説明］ 

２－21 履修指導の体制の整備及びその効果的な実施 

 

２－22 教員による学習相談体制の整備及び効果的な学習支援 

 

２－23 アカデミック・アドバイザーやティーチング・アシスタント等による相談体制の整備及び学

習支援の適切な実施 

 

２－24 正課外の学習支援の過度な司法試験受験対策への偏重 

 

２－25 授業計画等の明示 

 

２－26 シラバスに従った適切な授業の実施 

 

２－27 法曹養成のための実践的な教育方法の適切な実施 

 

２－28 授業方法の過度な司法試験受験対策への偏重 

 

２－29 少人数教育の実施状況 

 

２－30 各法律基本科目における学生数の適切な設定 

 

２－31 個別的指導が必要な授業科目における学生数の適切な設定 

 

２－32 成績評価、単位認定及び課程修了認定の基準並びに方法の明示 

 

２－33 成績評価、単位認定及び課程修了認定の客観的かつ厳格な実施 

 



 

 

２－34 再試験の基準及び方法の明示とその客観的かつ厳格な実施 

 

２－35 追試験等の措置及びその客観的な基準に基づく追試験などの実施 

 

２－36 進級を制限する措置 

 

２－37 進級制限の代替措置の適切性 

 

２－38 ＦＤ体制の整備及びその実施 

 

２－39 学生による授業評価 

 

２－40 ＦＤ活動の有効性 

 

［点検･評価（長所と問題点）］ 

 

［将来への取り組み･まとめ］ 

 

２ 教育内容・方法・成果（３）成果 

［現状の説明］ 

２－41 教育成果を測定する仕組みの整備及びその有効性 

 

２－42 司法試験の合格状況等の適切な把握・分析に基づく教育成果の検証 

 

［点検･評価（長所と問題点）］ 

  

 ［将来への取り組み･まとめ］ 

 



 

 

３ 教員組織 

［現状の説明］ 

３－１ 専任教員数に関する法令上の基準 

 

３－２ 法令上必要とされる専任教員数における教授の数（専任教員数の半数以上） 

 

３－３ 教員の専門分野に関する高度な指導能力の具備 

 

３－４ 法令上必要とされる専任教員数における実務家教員の数（５年以上の法曹としての実務経験

を有し、かつ高度の実務能力を有する教員を中心におおむね２割以上の割合） 

 

３－５ 法律基本科目の各科目への専任教員の適切な配置 

 

３－６ 法律基本科目、基礎法学・隣接科目及び展開・先端科目への専任教員の適切な配置 

 

３－７ 主要な法律実務基礎科目の実務家教員の配置 

 

３－８ 専任教員の年齢構成 

 

３－９ 専任教員の男女構成比率の配慮 

 

３－10 専任教員の後継者の養成又は補充等に対する適切な配慮 

 

３－11 教員の募集・任免・昇格の基準、手続に関する規程の整備及びその適切な運用 

 

３－12 専任教員の教育・研究活動、組織内運営等への貢献及び社会貢献を適切に評価する仕組みの整備 

 

［点検･評価（長所と問題点）］ 

   

［将来への取り組み･まとめ］ 

   



 

 

４ 学生の受け入れ 

［現状の説明］ 

４－１ 学生の受け入れ方針の設定及びその公表 

 

４－２ 選抜方法及び選抜手続の適切な設定並びにその公表 

 

４－３ 学生の適確かつ客観的な受け入れ 

 

４－４ 志願者が入学者選抜を受ける公正な機会の確保 

 

４－５ 適性試験の結果に基づいた入学者の適性の適確かつ客観的な評価 

 

４－６ 法学既修者の認定基準・方法及びその公表 

 

４－７ 各々の選抜方法の適切な位置づけ及びそれらの関係 

 

４－８ 公平な入学者選抜 

 

４－９ 入学者選抜における競争性の確保 

 

４－10 多様な知識・経験を有する者を入学させるための配慮 

 

４－11 法学以外の課程履修者又は実務等経験者の割合並びにそれらの割合が２割に満たない場合

の入学者選抜の実施状況の公表 

 

４－12 障がいのある者への適正な配慮 

 

４－13 入学定員に対する入学者数及び学生収容定員に対する在籍学生数の管理 

 

４－14 学生収容定員に対する在籍学生数の超過や不足への対応 

 

４－15 責任ある実施体制の下での適切かつ公正な入学者選抜の実施 

 

［点検･評価（長所と問題点）］ 

  

［将来への取り組み･まとめ］ 

   



 

 

５ 学生支援 

［現状の説明］ 

５－１ 心身の健康を保持・増進するための相談・支援体制の整備及び効果的な支援の実施 

 

５－２ 各種ハラスメントに関する規程と相談体制の整備及び学生への周知 

 

５－３ 奨学金などの経済的支援に関する相談・支援体制の整備 

 

５－４ 障がいのある者を受け入れるための支援体制の整備 

 

５－５ 休学者・退学者の状況把握及び適切な指導等 

 

５－６ 進路に関する相談・支援体制及び把握体制の整備 

 

［点検･評価（長所と問題点）］ 

  

［将来への取り組み･まとめ］ 

 



 

 

６ 教育研究等環境 

［現状の説明］ 

６－１ 講義室、演習室その他の施設・設備の整備 

 

６－２ 学生が自主的に学習できるスペースの整備及びその利用時間の確保 

 

６－３ 障がいのある者のための施設・設備の整備 

 

６－４ 情報インフラストラクチャーの整備 

 

６－５ 教育研究に資する人的支援体制の適切な整備 

 

６－６ 図書館における図書・電子媒体を含む各種資料の計画的・体系的な整備 

 

６－７ 図書館の開館時間 

 

６－８ 国内外の法科大学院等との学術情報・資料の相互利用のための条件整備 

 

６－９ 専任教員の授業担当時間の適切性 

 

６－10 各専任教員に対する個別研究室の用意 

 

６－11 教員の研究活動に必要な機会の保障 

 

６－12 専任教員への個人研究費の適切な配分 

 

［点検･評価（長所と問題点）］ 

   

［将来への取り組み･まとめ］ 

 



 

 

７ 管理運営 

 [現状の説明] 

７－１ 管理運営のための固有の組織体制の整備 

 

７－２ 管理運営に関する規程等の整備及びその運用 

 

７－３ 法科大学院固有の管理運営を行う専任教員組織の長の任免等の適切性 

 

７－４ 法科大学院と関係する学部・研究科等との連携・役割分担 

 

７－５ 教育研究活動の環境整備のための財政基盤と資金の確保 

 

７－６ 事務組織の整備及び職員配置 

 

７－７ 事務組織と教学組織との有機的な連携 

 

７－８ 事務組織の企画・立案機能 

 

７－９ 職員に求められる能力の継続的な啓発・向上のための取り組み 

 

 [点検･評価（長所と問題点）]  

  

 [将来への取り組み･まとめ] 

 



 

 

８ 点検・評価、情報公開 

［現状の説明］ 

８－１ 自己点検・評価のための組織体制の整備及び自己点検・評価の実施 

 

８－２ 自己点検・評価や認証評価の結果を改善・向上に結び付けるための仕組みの整備 

 

８－３ 認証評価機関等からの指摘事項への対応 

 

８－４ 組織運営と諸活動の状況に関する情報公開 

 

８－５ 学内外からの要請による情報公開のための規程と体制の整備 

 

８－６ 自己点検・評価の結果の公表 

 

８－７ 認証評価結果の公表 

 

［点検･評価（長所と問題点）］ 

   

［将来への取り組み･まとめ］ 

   

 



 

 

９ 特色ある取り組み 

［現状の説明］ 

９－１ 特色ある教育研究活動の実施 

  

［点検･評価（長所と問題点）］ 

  

［将来への取り組み･まとめ］ 

   



 

 

終章 

 この度の点検・評価によって、各項目のレベルⅠの法令遵守に関する事項については、すべての点につ

いて基準を遵守していることが確認できた。大学基準協会が法令に準じて定める基本事項については、特

に、項目の○○○○○○○○○○○○○○については、当初の教育目標を達成していると自負していると

ころである。ただ、直ちに問題になる点はないものの、いくつかの点で改善の必要があることを教職員で

認識できたことは自己点検・評価の成果といえる。 

また、各項目のレベルⅡについていえば、現在の教育研究水準を今後とも維持し、さらに向上させてい

くシステムの構築という点からすると、全般的に磐石とはいえない状況にある。 

特に、項目○○○○○○○○○○○○○○の評価の視点○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○に

ついては、今後の改善・向上が必要である。 

 この点については、本章の中でも記述したように平成○○年までに○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○を具体的に改善していく。 

 その他、項目○○○○○○○○○○○○○○の評価の視点○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

については、定期的に実施はしているものの、成果があまり出ていない。 

 この点についても、本章の中で記述したように○○○○○○○○○○○○○○○○○○を効果的に実施

していくことで、継続的な改善に結び付けていきたい。 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

以上 


